
七戸町工事契約内容の公表 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7条第 3項に

より公表します。 

七戸町長 田 嶋 邦 貴 

 

第１回変更契約 

担 当 課 建設課 

契 約 日 令和 7年 4月 4日 

契 約 業 者 名 株式会社三輪建設 

契 約 業 者 住 所 青森県上北郡七戸町字笊田 7 

工 事 番 号 第 10 号 

工 事 名 称 町道笊田・天神林線歩道舗装補修工事 

工 事 場 所 上北郡七戸町字栗ノ木沢舘野地内 

工 事 種 別 舗装 

工 事 概 要 

施工延長 L=265m W=2.3ｍ 

・舗装版撤去工 舗装版破砕工 A=660 ㎡外 

・舗装工  

  不陸整正（補充材 C-20）A=660 ㎡   

  表層工⑦再生細粒度（13F）As ｔ=3cm A=660 ㎡ 

・仮設工 1 式 

変 更 契 約 日 令和 7年 6月 23 日 

工 期 
変 更 前 自 令和 7 年 4月 5日 至 令和 7年 6月 30 日 

変 更 後 自 令和－年－月－日 至 令和－年－月－日 

契 約 金 額 

（ 税 込 み ） 

変 更 前 金 4,290,000 円 

変 更 後 金 4,917,000 円 

変更額（差額） 金    627,000 円 

変 更 理 由 

1. 現地再調査の結果、植樹桝の控除分を削除しなけれなならない

ため、舗装工 A=660 ㎡が A=530 ㎡となり A=130 ㎡の減となる。 

2. 街路樹の根が歩廊路盤に進出し植樹桝の高さ調整を行わなけれ

ばならず地先ブロック撤去再設置 L=19.2ｍ、撤去を L=38.4m を

追加する。 

3. 街路樹が枯れているため伐採処理 1本を追加する。 

4. 民地土地所有者の要望により,歩車道ブロック撤去再設置工

L=4.8ｍ、撤去 L=11.4m を行い、乗り入れタイプ L=11.4m の追加

をする。 

5. その他、現場精査による。 

※変更が無い項目は ― で表示。 


